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第
五
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る
市
町
村
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
拠
点
の
整
備
に
対
す
る
国
の
支
援
に

関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
四
年
度
は
、
第
五
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
平
成
二
十
四
〜
二
十
六
年
度
）
の
初
年
度
で
あ
り
、
現
在
、
各
市
町

村
は
三
月
議
会
に
向
け
て
計
画
を
策
定
し
、
向
こ
う
三
年
間
に
住
民
に
負
担
頂
く
保
険
料
の
提
案
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
大
方
の
市
町
村
で
は
、
第
五
期
の
保
険
料
が
第
四
期
に
比
較
し
て
上
昇
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
だ
け
に
、
地
域
の

ニ
ー
ズ
に
即
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
施
設
整
備
の
着
実
な
実
施
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
国
が
推
進
す

る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
拠
点
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
設
置
さ
れ
た
「
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特

例
基
金
」
に
よ
り
措
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
基
金
は
そ
の
実
施
期
間
が
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
延
長
さ
れ
た
も

の
の
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
取
り
扱
い
は
未
定
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
第
五
期
の
後
期
二
年
間
の

施
設
整
備
の
進
め
方
に
戸
惑
い
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
以
下
六
項
目
に
わ
た
り
、
国
の
対
応
に
つ
い
て
質

問
す
る
。

一

第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
の
各
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
に
お
け
る
介
護
保
険
料
の
推
移
を
全
国
平
均
の
基
準
額
の
月
額

で
そ
れ
ぞ
れ
伺
う
。

一



二

第
五
期
に
お
け
る
介
護
保
険
料
の
水
準
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
全
国
平
均
の
基
準
額
の
月
額
で
伺
う
。

三

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
二
十
三
年
度
ま
で
の
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
の
執
行
状
況
（
二
十
三
年
度
は
、
見

込
み
）
を
、
年
度
毎
の
金
額
で
伺
う
。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
末
の
基
金
の
残
高
見
込
み
を
伺
う
。

四

第
五
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
も
、
在
宅
の
高
齢
者
に
対
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
が
重
点
項
目
と
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
方
針
を
伺
う
。

五

平
成
二
十
五
年
度
以
降
も
、
市
町
村
の
在
宅
の
高
齢
者
に
対
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
に
対
す
る
国
の
支
援
が

欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
方
針
を
伺
う
。

六

そ
も
そ
も
、
国
が
自
治
体
に
基
金
を
設
け
て
実
施
す
る
事
業
は
、
実
質
的
に
は
予
算
の
単
年
度
主
義
の
例
外
的
な
措
置
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
緊
急
性
や
臨
時
性
の
あ
る
施
策
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
継
続
性
の
あ
る
施
策
に
つ
い
て

は
、
制
度
と
し
て
確
立
さ
せ
、
単
年
度
の
予
算
の
中
で
措
置
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


